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よさこい祭り

＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

●
預
け
金
及
び
公
文
書
の
破
棄
問
題
に
つ
い
て
陳
謝

　

〜
開
会
日
〜

　

提
案
説
明
の
冒
頭
、橋
本
知
事
は
、「
預
け
金
」と
い
う
不
適

正
な
会
計
処
理
や
、一
連
の
融
資
問
題
に
関
連
し
た
、公
文
書

の
一
部
が
破
棄
さ
れ
た
問
題
に
関
し
て
陳
謝
し
ま
し
た
。

　

預
け
金
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ

た
事
実
を
県
民
に
公
表
し
、再
発
防
止
の
対
策
を
講
じ
、使
い

道
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
職
員
で
返
済
し
、
一

方
、
組
織
を
管
理
監
督
す
る
立
場
の
者
を
中
心
に
厳
正
な
処

分
を
行
う
と
と
も
に
、
管
理
職
手
当
等
を
減
額
す
る
こ
と
と

し
、ま
た
、知
事
、副
知
事
、出
納
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当

を
減
額
す
る
条
例
議
案
を
今
議
会
に
追
加
提
案
す
る
と
述
べ

ま
し
た
。

　

公
文
書
の
廃
棄
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
庁
議
を
通
じ
て
、
今

回
の
問
題
を
職
員
一
人
ひ
と
り
が
真
剣
に
考
え
る
よ
う
指
示

す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
職
場
を
対
象
と
し
た

代
表
者
の
研
修
会
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
職
場

で
職
員
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書

の
適
正
な
取
扱
い
は
も
と
よ
り
、
情
報
公
開
へ
の

意
識
を
高
め
、
透
明
性
の
高
い
開
か
れ
た
県
政

を
一
層
進
め
、
信
頼
の
回
復
に
つ
な
げ
て
い
く

と
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、各
分
野
ご
と
の
主
要
な
政
策
に
つ
い

て
の
方
針
を
述
べ
た
後
、
今
定
例
会
に
提
出
し

た
十
三
議
案
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

●
知
事
の
政
治
姿
勢
や
産
業
廃
棄
物
問
題
な

　

ど
に
つ
い
て
論
議　

〜
本
会
議
質
問
〜

　

開
議
第
二
日
、
第
三
日
に
は
本
会
議
質
問
が

行
わ
れ
、六
議
員
が
登
壇
。

　

預
け
金
問
題
に
対
す
る
知
事
の
政
治
姿
勢
、

責
任
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
計
画
、
教
育

行
政
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

●
十
六
議
案
を
審
査　

〜
常
任
委
員
会
〜

　

十
六
議
案
（
追
加
議
案
一
件
と
請
願
二
件
を

含
む
）が
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、審

査
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
厚
生
委
員
会
が
白
紙
に
戻
す
よ
う
求
め
て
い
た
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
の
整
備
計
画
は
、
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
知
事
か
ら
提
案
さ
れ
た
条
例
議
案
の
う
ち
一
件
は
否
決

　

〜
閉
会
日
〜

　

本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
知
事
か
ら
追
加
提
出
さ
れ
た
人

事
議
案
一
件
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
条
例
議
案
等
九
件
を

含
む
二
十
三
議
案
が
可
決
さ
れ
、
請
願
が
一
件
採
択
さ
れ
ま

し
た
。

　

知
事
か
ら
追
加
提
案
さ
れ
た「
知
事
等
の
給
与
、旅
費
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
議
案
」
が
否
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
議
案
三
件
が
否
決

さ
れ
ま
し
た
。
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（会期　６月２８日～７月１０日【１３日間】）

（2 面） 6 月定例会

 本会議の質問から

（3 面） 常任委員会の委員長報告の
 要旨について 

（4 面） 四国 4県議会正副議長会議
 開催

 常任委員会の動き

 6 月定例会審議の結果

検察審査会の議決は「不起訴不当」

 お知らせ

 9 月定例会の開催日程（予定）
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�
 
重
要
な
部
長
級
人
事
で
、「
試
し

人
事
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。

職
員
の
意
識
改
革
や
県
政
上
の
課

題
解
決
に
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
要

因
で
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

人
事
の
基
本
は
適
材
適

所
で
あ
り
、
部
局
長
の
人
事
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
場
が
所
管
す
る
県
政

上
の
課
題
や
業
務
に
的
確
に
対
応

す
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
登
用
を

目
指
し
て
配
置
し
て
い
る
。

�
 
十
三
年
度
観
光
白
書
で
、
観
光

は
二
十
一
世
紀
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

産
業
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と

位
置
づ
け
て
い
る
が
、
提
案
説
明

の
中
で
「
当
面
全
力
を
挙
げ
て
」
と

述
べ
た
「
当
面
」
の
意
味
と
、
観
光

を
文
化
行
政
の
中
に
位
置
づ
け
て

い
る
が
、
観
光
を
産
業
と
し
て
認

知
し
て
い
な
い
の
か
聞
く
。

�
 
知
事　

観
光
は
幅
広
い
経
済
効

果
と
即
効
性
が
あ
り
、
ま
ず
こ
の
分

野
に
全
力
で
取
り
組
み
た
い
と
い
う

思
い
で
言
っ
て
い
る
。ま
た
、
観
光
は

直
接
関
連
す
る
分
野
だ
け
で
な
く
、

そ
の
効
果
が
農
林
水
産
業
や
地
場

問答問答

七
月
三
日�

元木　益樹
（自由民主党）

「
試
し
人
事
」は
マ
イ
ナ
ス

要
因

産
業
な
ど
幅
広
い
分
野
に
及
ぶ
の

で
、本
県
産
業
に
と
っ
て
は
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
的
な
位
置
づ
け
で
継
続
的
に

取
り
組
む
べ
き
重
要
な
産
業
と
考

え
て
い
る
。

�
 
本
県
で
は
長
い
間
、
学
習
指
導

要
領
が
軽
視
さ
れ
、
教
育
計
画
書

が
つ
く
ら
れ
ず
、
教
員
の
勘
や
経

験
に
頼
る
傾
向
が
あ
っ
た
。そ
こ
で
、

教
師
が
学
習
指
導
要
領
を
し
っ
か

り
学
習
し
指
導
計
画
を
立
て
計
画

的
な
授
業
を
行
う
こ
と
、
学
校
が

組
織
体
と
し
て
教
育
活
動
を
推
進

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
が
所
見
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

こ
れ
か
ら
の
学
校
経

営
は
、
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
い
た

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
、教
育
方
針
の
明
確
化

や
教
育
計
画
の
具
体
化
、
教
職
員

の
共
通
理
解
を
形
成
す
る
環
境
づ

く
り
や
管
理
職
研
修
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

�
 
平
成
十
二
年
三
月
中
に
、
闘
犬

セ
ン
タ
ー
の
個
別
調
書
や
審
査
会

議
事
録
が
消
え
た
と
す
れ
ば
何
者

か
が
意
図
的
に
隠
ぺ
い
し
た
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
関
係
が

問答問

�
 
本
県
の
あ
ま
り
に
も
雑
然
と
し

た
景
観
や
環
境
に
、
知
事
は
な
ぜ

本
腰
を
上
げ
な
い
の
か
。
県
が
率

先
し
、市
町
村
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

動
か
し
、
県
民
モ
ラ
ル
を
啓
発
す

れ
ば
見
違
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に

な
る
と
思
う
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

県
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
や
市
町
村
、
地
域
の
人
々
の
協
力

も
得
な
が
ら
、
清
掃
活
動
な
ど
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
広
報
番
組
や
看

板
に
よ
り
不
法
投
棄
防
止
の
Ｐ
Ｒ
な

ど
に
も
努
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り

組
み
や
活
動
を
通
じ
て
、
県
土
の
美

化
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
る
よ
う
粘

り
強
い
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
。

�
 
「
暴
走
族
等
の
根
絶
に
関
す
る
条

例
」に
対
す
る
率
直
な
評
価
を
聞
く
。

�
 
警
察
本
部
長　

暴
走
行
為
を
あ

お
る
期
待
族
の
取
り
締
ま
り
は
、
駐

車
違
反
や
深
夜
は
い
か
い
の
少
年
の

補
導
の
み
で
他
に
手
だ
て
の
な
い
状

態
で
あ
っ
た
が
、条
例
の
制
定
に
よ
り
、

重
点
地
域
も
指
定
さ
れ
七
月
一
日

か
ら
あ
お
り
行
為
の
罰
則
規
定
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
大
き
な
支
障
と
な
っ
て
い
た
期
待

族
対
策
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
暴

走
現
場
に
お
け
る
暴
走
行
為
の
助

長
を
抑
止
す
る
大
き
な
効
果
と
、暴

走
族
取
り
締
ま
り
に
も
効
果
を
発

揮
す
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

�
 
本
県
の
海
沿
い
は
、
県
土
を
代

表
す
る
美
観
イ
メ
ー
ジ
区
域
で
あ

る
が
、
汚
さ
は
目
に
余
る
。海
洋
局

が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
取

り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。

�
 
海
洋
局
長　

海
洋
局
と
し
て
は
、

地
元
自
治
体
や
漁
協
、
町
内
会
等

と
各
施
設
管
理
者
が
参
画
し
た
、海

岸
域
を
含
め
た
宇
佐
漁
港
全
体
の

環
境
美
化
を
実
践
す
る
た
め
、協
議

会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、こ

の
活
動
が
県
下
各
地
域
の
環
境
改

善
活
動
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
に
関

係
部
局
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん

で
い
く
。

問答問答問答

�
 
何
故
、課
長
を
は
じ
め
と
す
る
全

員
で
「
裏
金
は
今
後
一
切
作
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
が
周
知
徹
底
で
き

な
か
っ
た
の
か
。前
例
踏
襲
主
義
は
、

県
庁
職
員
に
限
ら
ず
公
務
員
に
よ

く
見
ら
れ
る
が
、
悪
し
き
前
例
は
絶

つ
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
で
き
な
か
っ

た
の
か
。

�
 
知
事　

こ
う
し
た
結
果
を
招
い
た

最
大
の
原
因
は
、
あ
の
時
点
で
徹
底

調
査
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
公
表
す

る
勇
気
が
な
かっ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
反
省
に
立
ち
徹
底
し
た
調
査
を

行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
厳
正
に

処
分
を
し
た
が
、
今
後
は
職
員
の
自

己
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

さ
ら
な
る
意
識
改
革
を
図
る
こ
と
に

よ
り
不
適
正
な
会
計
処
理
の
根
絶

を
図
っ
て
い
き
た
い
。

�
 
地
上
テ
レ
ビ
放
送
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
伴
う
難
視
聴
対
策
を
視
野
に

入
れ
た
ラ
ス
ト
ワ
ン
マ
イ
ル
の
基
盤

整
備
に
も
早
急
に
取
り
組
む
べ
き

と
考
え
る
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

各
地
域
の
デ
ジ
タ
ル
デ
バ

イ
ド
を
な
く
す
形
で
、
ラ
ス
ト
ワ
ン
マ

イ
ル
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
は
痛
感
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は

国
の
支
援
が
必
要
で
あ
り
県
議
会

と
と
も
に
、
要
請
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
今
後
県
内
の
ラ
ス
ト
ワ
ン

マ
イ
ル
の
整
備
は
、デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド

を
な
く
し
て
い
く
視
点
で
力
一
杯
取

り
組
ん
で
い
く
。

�
 
電
算
業
務
の
保
守
委
託
に
随
意

契
約
が
多
い
。改
善
の
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

十
一
年
度
か

ら
大
規
模
シ
ス
テ
ム
の
契
約
で
は
、
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
業
者
選
定
す
る

こ
と
で
後
年
度
の
保
守
費
に
も
競
争

原
理
が
働
く
仕
組
み
と
し
て
き
た
。

本
年
度
は
シ
ス
テ
ム
の
企
画
立
案
の

段
階
か
ら
チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら

か
に
し
、
適
正
な
シ
ス
テ
ム
調
達
の
た

め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
た
い
。

問答問答問答

6 月定例会
本会議の質問から

（7 月 3 日・ 4 日）

質
問
者
（
質
問
順
）

七
月
三
日

　

元
木　

益
樹

　

田
頭
文
吾
郎

　

江
渕　

征
香

七
月
四
日

　

池
脇　

純
一

　

森
田　

英
二

　

中
西　
　

哲

森田 英二
（自由民主党）

県
土
の
美
観
改
善
に
本
腰

を
入
れ
ろ

中西　　　哲
（自由民主党）

悪
し
き
前
例
は
絶
て

案
さ
れ
た
。
新
た
な
特
別
立
法
も

踏
ま
え
、
県
と
し
て
ど
の
よ
う
に
南

海
地
震
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

�
 
知
事　

県
と
し
て
は
、
津
波
か
ら

逃
げ
る
対
策
や
水
門
の
閉
鎖
対
策

な
ど
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。こ
の
た
め
に
は
、
観
測
や
予
知

の
体
制
の
整
備
や
広
域
の
応
援
態

勢
の
確
保
と
併
せ
て
住
民
の
避
難

な
ど
、
地
域
防
災
の
対
策
へ
の
特
別

な
財
政
支
援
に
つ
い
て
も
国
に
働
き

か
け
て
い
き
た
い
。

�
 
司
書
教
諭
の
発
令
は
現
行
の
職

員
定
数
外
に
配
置
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

ま
た
、
県
立
学
校
で
は
実
習
助
手

と
し
て
図
書
館
司
書
を
配
置
し
、

生
徒
の
読
書
活
動
の
推
進
を
図
っ

て
い
る
が
、
市
町
村
立
学
校
に
対

し
て
も
そ
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ

る
考
え
は
な
い
の
か
。

�
 
教
育
長　

専
任
教
職
員
の
配
置

は
、
定
数
の
上
で
新
た
な
措
置
が
な

さ
れ
な
け
れ
ば
一
定
の
限
界
が
あ

り
、
本
県
の
現
状
で
は
県
独
自
の
取

り
組
み
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。ま
た
、
本
県
で
は
、
学
校
へ
の
協

力
者
と
司
書
教
諭
の
協
力
体
制
を

整
え
、
子
供
た
ち
の
読
書
活
動
を

進
め
て
い
き
た
い
。

�
 
補
助
犬
の
研
究
及
び
開
発
、
補

助
犬
の
使
用
を
支
援
す
る
事
業
等

今
後
の
県
の
対
応
に
つ
い
て
聞
く
。

�
 
健
康
福
祉
部
長　

補
助
犬
の
研

究
及
び
開
発
に
つ
い
て
は
、
国
の
動

向
を
注
視
し
情
報
収
集
に
努
め
て

い
く
。ま
た
、
支
援
事
業
や
対
応
に

つ
い
て
は
、
盲
導
犬
に
対
し
て
は
、
現

在
国
と
県
で
助
成
を
行
っ
て
お
り
、

介
助
犬
や
聴
導
犬
に
つ
い
て
も
、
国

の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
予
算
措

置
を
行
っ
て
い
く
。

答問答問答

直
し
に
よ
る
本
県
へ
の
影
響
を
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。

�
 
土
木
部
長　

本
県
の
社
会
資
本

の
整
備
の
状
況
は
、
道
路
改
良
率
が

全
国
四
十
四
位
、
下
水
道
普
及
率

が
全
国
四
十
五
位
な
ど
、い
ず
れ
も

立
ち
後
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
社
会

資
本
の
整
備
が
必
要
な
状
況
で
あ

る
。
国
と
地
方
の
役
割
分
担
が
明
確

に
な
れ
ば
、
社
会
資
本
の
整
備
を
進

め
て
い
く
上
で
地
方
の
自
由
度
が
大

き
く
な
る
一
方
で
、
自
主
財
源
の
乏

し
い
本
県
に
と
っ
て
は
財
源
確
保
な

ど
、
今
最
も
注
視
す
べ
き
事
項
で
あ

る
。さ
ら
に
、
全
体
的
な
公
共
事
業

の
費
用
圧
縮
方
針
と
相
ま
っ
て
、
遅

れ
て
い
る
本
県
の
社
会
資
本
の
整
備

を
進
め
て
い
く
上
で
、
今
後
ま
す
ま

す
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。

�
 
国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方
交
付

税
、
税
源
移
譲
を
含
む
税
源
配
分

の
見
直
し
と
い
っ
た
流
れ
に
つ
い
て
、

地
方
の
行
財
政
の
自
由
度
を
高
め

る
も
の
で
あ
り
基
本
的
に
は
賛
成

と
の
姿
勢
を
今
後
ど
う
い
う
形
で

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
の
か
。

�
 
知
事　

現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
税

源
の
配
分
の
見
直
し
な
ど
の
議
論
に

は
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。こ
の
こ
と

は
片
山
総
務
大
臣
な
ど
に
も
伝
え

て
あ
る
し
、
今
月
開
か
れ
る
全
国
知

事
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て

今
後
も
ア
ピ
ー
ル
を
し
て
い
き
た
い
。

�
 
魚
さ
い
処
理
場
は
漁
業
県
で
あ

る
本
県
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠

の
施
設
と
思
う
が
ど
う
か
。

�
 
文
化
環
境
部
長　

漁
業
の
盛
ん

な
本
県
で
は
、魚
あ
ら
の
加
工
処
理

を
県
内
で
安
定
的
に
、ま
た
安
価
に

行
う
こ
と
は
漁
業
振
興
上
も
大
変

重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

�
 
東
南
海
地
震
や
南
海
地
震
に
係

る
防
災
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の

特
別
措
置
法
案
が
国
会
に
議
員
提

答問答問答問

あ
い
ま
い
な
ま
ま
関
係
者
の
処
分

が
行
わ
れ
、
こ
れ
で
決
着
し
た
か

の
よ
う
な
幕
引
き
は
県
民
の
納
得

を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
徹

底
調
査
を
求
め
る
。

�
 
知
事　

調
査
の
結
果
で
は
、
事

実
関
係
の
十
分
な
解
明
は
で
き
て
い

な
い
。背
景
の
融
資
事
件
は
、
現
在

刑
事
事
件
と
し
て
取
り
調
べ
中
で

あ
り
、
関
係
書
類
の
多
く
が
押
収

さ
れ
、時
間
の
経
過
で
関
係
職
員
の

記
憶
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
状
で
は
精
一
杯
の
調
査
結

果
と
考
え
て
い
る
。

�
 
こ
れ
ま
で
の
県
教
委
と
教
職
員

団
体
と
の
対
立
の
原
因
と
責
任
は

教
育
行
政
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
教
育
行
政
の
責

任
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
ど
う

認
識
し
て
い
る
の
か
。

�
 
教
育
長　

過
去
に
は
勤
評
闘
争

を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
す
る
時
期
も

あ
っ
た
が
、
平
成
九
年
度
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
土
佐
の
教
育
改
革
で
は
、

「
子
ど
も
た
ち
が
主
人
公
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
市
町
村
、
学
校
、
教
職
員

が
協
力
し
な
が
ら
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
。
今
後
も
教
職
員
団
体
の

代
表
者
と
も
定
期
的
に
意
見
交
換

し
、
協
力
し
て
建
設
的
な
議
論
を

行
っ
て
い
き
た
い
。

�
 
鳥
獣
被
害
を
な
く
す
る
た
め
管

理
計
画
策
定
の
取
り
組
み
状
況
と

管
理
計
画
の
策
定
時
期
及
び
対
象

と
す
る
野
生
動
物
の
種
類
を
聞
く
。

�
 
森
林
局
長　

特
に
被
害
が
深
刻

な
イ
ノ
シ
シ
に
つ
い
て
は
、
今
年
十
月

を
目
途
に
計
画
を
策
定
し
、シ
カ
に

つ
い
て
は
十
七
年
度
策
定
に
向
け
、

今
年
度
か
ら
調
査
に
着
手
す
る
予

定
で
あ
る
。今
後
と
も
野
生
鳥
獣
に

よ
る
農
作
物
等
へ
の
被
害
の
一
層
の

軽
減
に
努
め
て
い
く
。

�
 
本
県
の
社
会
資
本
の
整
備
の
状

況
と
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
の

中
間
報
告
に
伴
う
公
共
事
業
の
見

答問答問答問

田頭文吾郎
（日本共産党）

公
文
書
破
棄
・
隠
ぺ
い
問
題

は
徹
底
調
査
を
求
め
る

江渕　征香
（県民クラブ）

公
共
事
業
の
見
直
し
に
よ

る
本
県
へ
の
影
響
は

七
月
四
日�

池脇　純一
（清流会・公明）

南
海
地
震
へ
の
対
応
を
聞
く

盲導犬「パッシー」
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平成１４年（２００２年）　８月１８日（日）

総 務 委 員 会
　付託を受けた議案のうち「知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例
議案」は、賛成少数をもって否決し、その他の議案は、いずれも全会一致をもって可決した。
■知事等の給与等を改正する条例と預け金問題に関する報告について
　「預け金」に関する調査の結果、知事等三役及び教育長の１２月と来年３月の期末手当
１０％減額、幹部職員に対する処分内容について説明があった。
　委員から、平成８年に予算執行の適正化を決意した時に、徹底した調査を行っていれば、今
回のことは起こらなかった。管理職員全体を対象として一律に処分をすることは、責任の所在が
不明確となる。真に責任を問われるべきは、きちんと総括をしなかった知事の判断ミスであり、知
事自らが責任を明らかにし、再度、責任ある提案がなされることを期待する、との原案に対する
強い反対意見が出された。
　一方で、処分は知事の裁量行為であり、妥当なものとの賛成意見も出された。
■外部相談員制度の報告について
　職員が仕事を進めるうえで感じた不安、疑問、問題点などを第三者の方に相談する「外部
相談員」制度を新たに導入するとの説明があった。
　委員から、県庁内部で自由にモノが言えない雰囲気になっていることが一番の問題ではない
か。本来ならば職場内で解決されるべきもの。それを外部の人に任せ、良い人間関係が果たし
て作れるのか。相談員に行政の専門家がいないのはおかしいなどの意見が出た。
■高知女子大学健康栄養学科の、管理栄養士養成機関の指定について
　委員から、栄養士法の改正により、高知女子大学の健康栄養学科を卒業しても管理栄養
士の受験資格を得るためには、１年間の実務経験が必要となったことに関し、質問があった。
　執行部からは、管理栄養士養成機関の指定を受けるためには、法で定められた基準上は、
学内で施設整備する必要があるが、高知医療センターとの連携で指定が受けられるかどうか、
厚生労働省と協議するとの答弁があった。
■教員の不祥事について
　中学校で教諭が生徒に体罰を加え、けがを負わせたことに対して戒告処分を行った。また、こ

の学校では昨年１０月にも同様の体罰事
件が発生していることから、校長も戒告処
分を行ったとの報告があった。
　委員から、体罰は絶対にしてはいけない
という共通認識のもとで、生徒指導に取り
組む意識を共有できる、しっかりした体制を
作っていくようにとの意見が出された。
　執行部からは、市町村教育委員会を含
め、地域全体で解決を図る。県教育委員
会、教育センター等を含めアドバイスできる
体制を作っていくとの答弁があった。

　付託を受けた議案は、いずれも全会一致をもって可決し、請願１件を採択した。
■芸陽病院に関する請願について
　芸陽病院の廃止は考えていないが、病床数の適正化など今年度中に結論を出したいと
の説明があり、委員から、廃止の考えがないなら県民へ十分周知すべき、病院の性格から
健康福祉部が管轄すべき、病院スタッフの質の向上を図るべき等の意見が出た。
■高知医療センター院長予定者の海外視察について
　院長予定者は、３月１４日から２７日まで、アメリカへ海外視察を行ったが、事実確認をし
たところ、旅費はＪＴＢから全額支給され、参加メンバーにＰＦＩの利害関係者が多数
参加していたため、公務出張の取消し、旅費の返還、ＰＦＩ審査委員の辞任に加え、関
係者の処分を行ったとの説明があった。
　委員から、院長予定者の処分は軽く、また適性も欠くのでないかなどの厳しい意見が出
た。執行部から、旅費支給元の確認が不十分であったこと等を陳謝するとともに、院長予
定者も、現在は反省し信頼回復に努力している旨の答弁があった。
■魚さい加工公社について
　公社設立時の覚書（副知事と高知市助役）について、当時の関係者に調査をしたとこ
ろ、次は高知市中心で処理計画を立てるという認識で、県と高知市が覚書を交わしたもの
との説明があった。
　また、緊急避難的に魚さいの県外搬出も検討しているが、県内での施設整備の必要性
を痛感しており、平成１６年末までに日高村以外で施設設置に取り組む旨の説明があった。
■エコサイクルセンター（産業廃棄物処理施設）について
　現在、基本設計とボーリング調査は見合わせている。また、柱谷川の下流域での場合、
用地の半分程度が未同意で河川改修等の工事も必要となる。隣接地の場合、河川改修
や進入路が不要で施設配置も十分可能との説明があった。

　委員から、１０年以上の事
業進展の遅れや関連事業費
の積算をしていないことへの
指摘が出るとともに、当面は、
柱谷川の上流域での調査費
用を、下流域や隣接地等の
調査に活用することを認め、
早急に調査を実施し、その結
果を当委員会へ報告するよ
う申し入れた。　執行部から、
早急に調査を行いたい旨の
答弁があった。

文 化 厚 生 委 員 会

産 業 経 済 委 員 会
　付託を受けた議案は、いずれも全会一致をもって可決した。
■協業組合モード・アバンセに対する債権の回収状況について
　債権については、今後とも、損害賠償請求訴訟、抵当権の実行等により、回収に努力して
行きたいとの報告があった。
　委員からは、競売による債権回収が現実的に困難な場合には、土地そのものとしての有
効利用も検討していくべきであるとの指摘があった。
■流通団地及び高知テクノパークの分譲促進策について
　平成１０年度に完成した流通団地は、全面積の約８割が未分譲のままであり、また、平成
１６年度分譲開始予定の高知テクノパークについては、造成単価が割高となる見込みとなっ
ており、相当思い切った優遇策が必要と思われる。また、分譲促進策については、全庁的な
産業振興プロジェクトチームで検討を行うこととしているとの報告があり、委員からは、新産業
の誘致など、抜本的な見直しと新たな戦略が必要であるとの指摘があった。
■農協改革の取り組みについて
　執行部から、農協の改革に向けて、全農協に提出を求めた実践行動計画を基に、個別指
導等を行っている旨、状況報告があり、委員から、各農協の支所等の統廃合など、現在の取
り組みは、後ろ向きなので、より前向きに行えないかなどの質疑があった。
　執行部からは、農協改革の課題は、収支構造の見直しであるなどの答弁があったが、委
員からは、最大の課題は経営体としての取扱い高の減少であり、生産者のために農協として
あるべき姿が、見えていないのではないか、との指摘があった。
■海洋深層水に係る報告について
　執行部から、室戸海洋深層水焼酎の問題については、申請者から、給水申請の取り下げ
がなされ、今後の利活用については、柔軟な分水条件づくりも必要との共通認識に立ち、室
戸市と協議、検討を重ねているとの報告があった。
　なお、県外企業への分水問題に関する議会対応の在り方等について、先に当委員会で
問題点を指摘し、注意を行ったところであるが、今般、課題となっていた事項について報告が

あった。
■公文書破棄事件等に関す
る対応について
　いわゆる「別件やみ融資」事
件に係る公文書破棄事件等に
関する執行部の対応について
は、県自身が積極的に調査、
真相解明に努めることや、適正
な事務執行を行うための具体
的な対策をとることを執行部に
要請することとした。

企 画 建 設 委 員 会
　付託を受けた議案は、いずれも全会一致又は多数をもって可決した。
■住民基本台帳法施行条例議案について、
　執行部から、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に際して、本人確認情報の保護
に関する審議会の機能を高知県個人情報保護制度委員会に持たせる旨の説明があった。
委員から、住民基本台帳法に規定する本人確認情報の保護に関する審議会と個人情報
保護条例に規定する個人情報保護制度委員会との整合性や罰則規定などについて質
疑がなされた。執行部から、審議会は、本人確認情報を審議するものではなく、制度をどの
ようにしていくのかという仕組みを審議するものであり、個人が特定できる情報の取り扱い
は行わない、守秘義務に関する規定は設けているが、罰則規定までは設けられていないと
の答弁があった。委員から、個人情報は、本当に守られるのか。安全性は確保されるのか。
他県ではテストをやってトラブルが起きているが、本県は問題がなかったのかとの質疑が
なされた。執行部からは、専用回線で結ばれており、安全性は確保されているので、心配は
ない。本県でもテストをやったが、トラブルは起きていない。本人確認情報の電子計算機
処理等に関する事務に従事する職員や委託業者には、秘密を漏らした場合、通常より重
い罰則規定を設けているとの答弁があった。
■市町村合併の状況について
　委員から、県は、合併した場合の財政問題だけではなく、新しいまちづくりや行政サービ
スがどうなるのかなどの情報を、住民に対し提供するべきではないか。また、今後の支援体
制の強化についての質疑がなされた。執行部からは、情報提供のための資料づくりは、説
明責任のある市町村がそれぞれの地域の実情等を踏まえて行っていく。県は、各部局に
支援チームを作り、全庁挙げて助言・支援していく。合併支援本部の強化についても、考
えているとの答弁があった。委員から、住民の合併に対する意識は、地域によってかなり温
度差があるので、県が強いリーダーシップをとって、支援すべきとの意見があった。

■公共工事のコスト縮減に
ついて
　平成１１年度に比べて５％
以上のコスト縮減を目指した
結果、平成１３年度は、０．９％
の縮減率であった旨の報告
があった。
■県営渡船について
　減便や職員の体制の変更
については、特に利用者の安
全性や利便性には十分配慮
するようにとの意見があった。

高知女子大学 エコサイクルセンター建設予定地の調査に向う委員

海洋深層水研究所 県営渡船乗り場
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こうち県議会だより

＊この広報紙は古紙配合率７０％以上の再生紙を使用しています。

平成１４年（２００２年）　８月１８日（日）

　９月 １９ 日（木）開　　会
　　　２７日（金）質疑並びに一般質問
　　　３０日（月）　　 〃
　１０月１日（火）　　 〃
　　　２日（水）　　 〃
　　　３日（木）予算委員会
　　　４日（金）常任委員会
　　　７日（月）　　 〃
　　　８日（火）　　 〃
　　　９日（水）　　 〃
　　　１０日（木）閉　　会

＊予定ですので、変更になる場合があります。
　 傍聴の際には、議会事務局議事課（TEL
　 ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程を御確認ください。

請願（陳情）書

年　月　日　　

　高知県議会議長
　　　○○　○○　様

請願（陳情）者　住　所
　　　　　　　　氏　名　（署名又は記名押印）

紹　介　議　員　氏　名　（署名又は記名押印）

　　　○○○○○○○○○について

　　　請願（陳情）の趣旨及び理由

　　　請願（陳情）の項目

����� �����
●可決された議案（２３議案）
知事提出議案（１４議案）
�条例議案（９議案）
「高知県住民基本台帳法施行条例議案」
「高知県土地収用事業認定審議会条例議案」
「地方自治法第２０３条に規定する者の報酬、期末手当、費
用弁償等に関する条例の一部を改正する条例議案」
「過疎地域等における県税の課税免除に関する条例及び
半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関
する条例の一部を改正する条例議案」
「高知県林業改良指導員資格試験条例の一部を改正する
条例議案」
「土地収用法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例議案」
「高知県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す
る条例議案」
「警察官等支給品及び貸与品条例の一部を改正する条例
議案」
「高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正
する条例議案」

�その他議案（４議案）
「高知県が当事者である訴えの提起に関する議案」
「高知県が当事者である民事調停の申立てに関する議案」
「県有財産（事務用機器）の取得に関する議案」
「高知県・高知市病院組合規約の一部変更に関する議案」

�人事議案（１議案）
「高知県教育委員会の委員の任命についての同意議案」

議員提出議案（９議案）
�条例議案（１議案）
「高知県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正す
る条例議案」

�意見書議案（８議案）
「未就学児童の医療費無料化の実現を求める意見書議案」
「『自然再生推進法（仮称）』の早期制定を求める意見書議案」
「ＮＰＯ法人の認定要件の緩和と優遇税制の拡充を求め
る意見書議案」
「森林整備法人経営へ国の支援を求める意見書議案」
「森林・林業・木材関連産業政策と新たな予算の確立を求
める意見書議案」
「本州四国連絡道路通行料金の改定を求める意見書議案」
「道路特定財源制度に関する意見書議案」
「市町村合併に関する財政支援措置の拡充を求める意見
書議案」

●否決された議案（４議案）
知事提出議案（１議案）
�条例議案（１議案）
「知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条
例議案」

議員提出議案（３議案）
�意見書議案（３議案）
「有事３法案に反対する意見書議案」
「窓口負担増で、早期発見、早期治療の医療の原則を壊す
健康保険法「改正」案の撤回を求める意見書議案」
「住民基本台帳ネットワークシステムの延期、凍結を求める意
見書議案」

●採択された請願（１議案）
「県立芸陽病院の存続と精神医療等の充実について」

お
知
ら
せ

あなたの声を県政に！

　請願・陳情は、県民のみなさんの要望や
意見を県政に反映させるための大切な制度
です。
　議員の紹介によって提出されたものを請
願、紹介がないものを陳情と区別しています。
　請願（陳情）を行う場合は、右の様式に基
づいて請願（陳情）書を作成し、県議会議長
あてに１部提出してください。
　受理した請願書は、所管の委員会及び
本会議で審議され、採択されれば知事等に
請願を送付し、措置状況の結果を求めます。
　また、陳情は、受理した場合、主旨をまとめ
たものを本会議場で全議員に配付します。
　なお、請願の場合は、審査の結果を提出
者へお伝えしています。

県議会だより
テープ版・点
字版をご利用
ください
　目の不自由な方に、
県議会の活動をよりよく
知っていただくため、こ
の広報紙のカセットテー
プ版及び点字版を発
行しています。
　御家族やお知り合い
の方で御希望の方が
いらっしゃいましたら、議
会事務局政務調査課
企画広報班（TEL ０８８-
８２３-９５３６）まで御連絡く
ださい。

総務委員会
４/２３～６/１２　各出先機関等の業務概要を現地な

どで聴取（１３日間）
５/１７ 政府要望の要望項目の取りまとめ
６/１１ 政府要望（総務省ほか）
７/５、７/８～９（６月定例会中）

「知事等の給与、旅費等に関する条例の一部
を改正する条例議案」など８件の議案を審査
し、１件は否決、残り７件は原案どおり可決。請
願の取り下げ願いを全会一致で承認、意見書
案５件を審査。

文化厚生委員会
４/２５～６/１２　各出先機関等の業務概要を現地な

どで聴取（１３日間）
５/１４ 政府要望の要望項目の取りまとめ
６/５ 政府要望（厚生労働省ほか）
６/２１ エコサイクルセンター整備に係る取り組みにつ

いて審査
７/５、７/８～９（６月定例会中）

「高知県公営企業の設置等に関する条例の
一部を改正する議案」など２件の議案を審査
し、全て原案どおり可決。請願１件を審査、採
択。意見書案５件を審査。

産業経済委員会
４/２５～６/２４　各出先機関等の業務概要を現地な

どで聴取（１３日間）
４/２６ 公文書破棄の事案について協議
５/１４ 政府要望の要望項目の取りまとめ
６/４ 「別件やみ融資事件」に関する公文書改ざん問

題及び海洋深層水の事業展開について調査
６/１１ 別件やみ融資に関する公文書問題について

調査
６/１３ 政府要望（農林水産省ほか）
７/５、７/９（６月定例会中）

「高知県林業改良指導員資格試験条例の一
部を改正する条例議案」を審査し、原案どおり
可決。意見書案２件を審査。

（4月～7月）�

大田花き市場を視察

災害復旧工事を視察（中村市下田）

企画建設委員会
４/２３～６/７　各出先機関等の業務概要を現地など

で聴取（１５日間）
５/１４ 政府要望の要望項目の取りまとめ
６/７ 政府要望（国土交通省ほか）
７/５、７/９（６月定例会中）

「高知県住民基本台帳法施行条例議案」など
５件の議案を審査し、全て原案どおり可決。意
見書案４件を審査。

　四国４県議会正副議長会議が、７月２９日、高知市で開
催されました。
　会議は、高知県議会の雨森議長、橋本知事のあいさつ
で開会し、座長に雨森議長を選出し、議事に入りました。
　議事では、「地方分権の推進と地方財政基盤の充実・
強化について」など４県共同提出案９議案、「四国の新幹
線鉄道等の整備促進について」徳島、愛媛、香川県共同
提出案１議案の計１０議案の審議を行い、いずれも原案ど
おり可決しました。
　その後、次期開催県を愛媛県に決定し、会議は閉会しま
した。
　議決された事項については、関係各省庁などに対して
要望活動を行い、議決事項の実現などを求めていきます。

検察審査会の議決は「不起訴不当」
　協業組合モード・アバンセに対する県のやみ融資事件に
絡み、県議会百条委員会での虚偽の陳述などで県議会が
告発したモード・アバンセの代表理事ら５人を、高知地方検
察庁が起訴猶予（不起訴）としたことについて、県議会は高
知検察審査会に不服申し立てをしていましたが、７月２４日
同審査会は５人のうち４人の不起訴処分を「不起訴不当」
と議決しました。

四国４県議会正副議長会議開催


